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（葉月）AUGUST

11日・山の日

日 月 火 水 木 金 土

8月◆  8月の税務と労務

8 2022（令和4年）

国の借金　国債と借入金、それに政府短期証券の残高を合わせた、いわゆる「国の借金」
は今年3月末現在で1,241兆3,074億円と6年連続で過去最大を更新しています。医療や介護、
年金などの社会保障費や新型コロナ対策への財政出動が要因で、日本の人口（約1億2,273
万人）を基にした単純計算で国民1人当たりの借金は1,011万円超となっています。

国　税／ 7月分源泉所得税の納付 8月10日
国　税／ 6月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 8月31日
国　税／ 12月決算法人の中間申告 8月31日
国　税／ 9月、12月、3月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 8月31日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告 8月31日
地方税／個人事業税第1期分の納付
 都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
 市町村の条例で定める日
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国　税／ 9月分源泉所得税の納付 10月11日

国　税／ 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

 10月15日

国　税／ 8月決算法人の確定申告

 （法人税・消費税等） 10月31日

国　税／ 2月決算法人の中間申告 10月31日

国　税／ 11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間

申告 （年3回の場合） 10月31日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付 市町村の条例で定める日

労　務／ 労働者死傷病報告（7月～9月分） 10月31日

労　務／ 労災の年金受給者の定期報告

 （7月～12月生まれ） 10月31日

労　務／ 労働保険料第2期分の納付 10月31日

 （労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

　自治体が条例を制定して総務大臣から同意
を得ることで新設できる税。税収の使途を限
定しない「法定外普通税」と使途限定の「法定
外目的税」があり、宿泊税や産業廃棄物税は
多くの自治体が導入しています。最近では、
交通税や太陽光パネル税などの“一風変わった”
新税の導入の動きも出ています。

ワンポイント 法定外税

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

10日・スポーツの日

日 月 火 水 木 金 土
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10 月号─2

　
１
９
９
０
年
代
以
降
、
市
場
経
済

の
み
な
ら
ず
身
近
な
事
象
に
も
当
て

は
ま
る
〝
ゲ
ー
ム
理
論
〞
が
多
方
面

に
わ
た
り
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
年
で
は
、
企
業
経
営
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
ゲ
ー
ム
理
論

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

１
　
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
に
つ
い
て

　
現
在
で
も
政
策
に
影
響
が
あ
る
と

言
わ
れ
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
例
に
と

り
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
を
考
え
る
こ
と
に

し
ま
す
。

　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
３
本
の
矢
、
つ

ま
り
、「
金
融
政
策
」、「
財
政
政
策
」

及
び
「
構
造
改
革
」
の
推
進
で
し
た
。

そ
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
と
さ
れ

て
い
た
の
が
金
融
政
策
で
す
が
、
そ

の
本
質
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

・
人
々
は
将
来
に
対
す
る
期
待
を
形

成
し
て
、
社
会
の
中
で
経
済
取
引

を
行
っ
て
い
る

・
人
々
の
期
待
形
成
が
重
要

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
々
が
弱
気
の

期
待
を
持
っ
て
い
る
状
況
か
ら
強
気

の
期
待
を
持
つ
状
況
に
す
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

　
で
は
、
人
々
の
「
期
待
」
に
焦
点

を
当
て
ゲ
ー
ム
理
論
で
紐
解
く
と
ど

う
な
る
か
、
話
を
進
め
ま
す
。

　
先
ず
、
ゲ
ー
ム
理
論
で
各
企
業
が

設
備
投
資
を
す
る
か
、
し
な
い
か
の

状
況
を〈
表
〉に
示
し
て
い
ま
す（
下

表
参
照
）。

　
表
の
数
字
は
、

・
自
社
１
社
だ
け
投
資
し
て
も
、
注

文
が
増
え
な
い
の
で
損
を
す
る（
マ

イ
ナ
ス
２
点
）

・
現
状
は
０
点
と
す
る

・
自
社
と
他
社
が
お
互
い
投
資
す
る

な
ら
好
況
に
な
り
得
を
す
る
（
プ

ラ
ス
５
点
）

と
し
ま
す
。
表
は
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ

ヤ
ー
（
企
業
）
が
ど
の
よ
う
な
行
動

を
す
る
の
か
に
関
す
る
組
み
合
わ
せ

を
表
し
て
い
ま
す
。

　
企
業
１
の
立
場
に
立
っ
て
、

・
企
業
２
が
設
備
投
資
を「
し
な
い
」

時
に
は「
し
な
い
」の
方
が
よ
い

・
企
業
２
が
設
備
投
資
を
「
す
る
」

の
時
に
は「
す
る
」の
方
が
よ
い

　
企
業
２
の
立
場
に
立
っ
て
、

・
企
業
１
が
設
備
投
資
を「
し
な
い
」

時
に
は「
し
な
い
」の
方
が
よ
い

・
企
業
１
が
設
備
投
資
を
「
す
る
」

の
時
に
は「
す
る
」の
方
が
よ
い

　
つ
ま
り
、
お
互
い
に
他
の
企
業
が

選
択
し
て
い
る
行
動
に
対
し
て
最
適

な
行
動
を
選
択
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
お
互
い
に
最
適
な
行
動
を

選
択
し
て
い
る
状
態
、
と
い
う
条
件

か
ら
み
る
と
２
つ
の
均
衡
す
る
箇
所

（
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
）が
あ
り
ま
す
。

①
　
企
業
１
、
企
業
２
と
も
に
設
備

投
資
を
す
る（
５
、５
の
箇
所
）

②
　
企
業
１
、
企
業
２
と
も
に
設
備

投
資
を
し
な
い（
０
、０
の
箇
所
）

　
①
が
好
況
で
、
②
は
不
況
で
す
。

　
経
済
の
中
で
は
、
企
業
は
他
の
企

業
の
行
動
を
予
想
し
な
が
ら
意
思
決

定
を
し
て
い
ま
す
。
意
思
決
定
の
要

因
は
、
日
本
銀
行
の
行
動
、
政
府
の

経
済
対
策
、
他
の
企
業
行
動
や
消
費

者
の
行
動
に
対
す
る
期
待
等
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
、次
の
期
待（
先

述
の
②
〜
①
へ
の
移
行
）
を
も
と
に

し
た
の
で
す
。

・
金
融
緩
和
の
継
続
で
、
こ
れ
か
ら

も
ず
っ
と
利
子
が
低
い
ま
ま
で
す

・
金
融
緩
和
を
継
続
す
る
の
で
必
ず

適
度
な
イ
ン
フ
レ
が
発
生
し
ま
す

・
一
定
数
の
企
業
が
設
備
投
資
を
選

択
す
る
よ
う
に
な
る
と
自
分
も
設

備
投
資
を
選
択
す
る
こ
と
が
得
に

な
り
ま
す

〈表〉企業間の設備投資ゲーム

企業２
企業１ 設備投資する 設備投資しない

設備投資する 5、－5 －2、0

設備投資しない 0、－2 －0、0

泫 　企業１の数字は左側、企業２の数字は右側
例えば、企業２だけが設備投資をした場合、
企業２は－２、企業１は０となる

経営・経済に
役立つ
ゲーム理論



3─10月号

２
　
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て

　
ゲ
ー
ム
理
論
で
、
も
う
一
つ
の
表

現
に
〝
ゲ
ー
ム
の
木
〞
に
よ
る
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、〝
ど
の
よ
う
な
生
活
上

の
工
夫
を
す
れ
ば
い
い
の
か
〞と
か
、

〝
ど
の
よ
う
な
社
会
の
制
度
を
設
け

れ
ば
良
い
の
か
〞
と
い
っ
た
理
解
に

お
い
て
、
ゲ
ー
ム
理
論
の
「
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
」
と
い
う
概
念
が
役
に
立

つ
の
で
す
が
、
そ
の
際
に
ゲ
ー
ム
の

木
が
使
わ
れ
ま
す
。

　
分
か
り
に
く
い
言
い
方
を
し
ま
し

た
が
、
次
の
例
と
図
を
見
て
ご
理
解

く
だ
さ
い
。

◆
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
例
⑴

　
図
を
見
て
、
以
下
の
文
章
を
読
ん

で
く
だ
さ
い
。

　
石
炭
が
豊
富
な
地
域
を
占
領
中
の

独
軍
の
所
に
、
仏
軍
が
出
動
し
両
軍

が
対
峙
し
た
。
な
お
、
独
軍
は
川
を

背
に
し
て
い
る
。

　
図
の
数
字
で
０
は
「
損
得
な
し
」、

10
は
石
炭
が
取
れ
る
所
を
占
領
す
る

の
で
「
得
」。
マ
イ
ナ
ス
３
は
軍
隊

に
被
害
が
出
る
の
で
「
損
失
」
で
す
。

数
字
は
左
側
が
仏
軍
、
で
右
側
が
独

軍
で
す
。
図
２
の
太
線
は
、
仏
軍
の

行
動
を
予
測
す
る
線
で
す
。

　
図
１
か
ら
、
独
軍
は
仏
軍
の
攻
撃

を
予
測
し
、
徹
底
抗
戦
（
マ
イ
ナ
ス

３
）
を
避
け
逃
げ
る
道
０
を
選
ぶ
。

一
方
で
、
仏
軍
は
攻
撃
し
な
い
０
と

攻
撃
す
る
⑽
を
比
較
し
攻
撃
を
選

ぶ
。

◆
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
例
⑵

　
独
軍
は
自
ら
背
後
の
橋
を
爆
破
し

逃
げ
る
選
択
肢
を
無
く
す
こ
と
に
し

た
（
図
２
を
参
照
）。
す
る
と
、
仏

軍
は
独
軍
の
徹
底
抗
戦
（
マ
イ
ナ
ス

３
）
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
攻
撃
し

な
い
０
と
比
較
し
、
攻
撃
し
な
い
方

が
良
い
と
い
う
結
論
を
出
す
。

　
さ
て
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
は
、

①
１
人
の
意
思
決
定
で
は
、
選
択
肢

を
削
る
こ
と
で
得
を
す
る
こ
と
は
な

い
、
②
ゲ
ー
ム
的
状
況
で
は
、
選
択

肢
を
削
減
す
る
こ
と
で
、
相
手
を
自

分
に
有
利
な
方
に
動
か
し
て
得
を
す

る
事
が
で
き
る
。

　
こ
れ
を
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
言
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

の
意
義
は
、
事
後
的
に
望
ま
し
い
行

動
（
独
軍
が
橋
を
爆
破
す
る
）
と
、

事
前
（
独
軍
は
背
後
の
橋
で
逃
げ
る

こ
と
が
で
き
る
）
の
意
味
で
、
望
ま

し
い
行
動
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
よ
く
見
る
例
で
す
が
「
他
店
の
方

が
安
い
場
合
は
、
そ
の
チ
ラ
シ
を
持

っ
て
来
て
も
ら
え
ば
、
必
ず
値
引
き

し
ま
す
」。
こ
れ
も
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
の
話
で
す
。
ラ
イ
バ
ル
店
の
価
格

よ
り
も
必
ず
安
く
す
る
と
宣
言
す
る

の
は
、
価
格
競
争
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る

わ
け
で
、
価
格
競
争
を
目
指
し
て
い

る
ゲ
ー
ム
理
論
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
一
見
、
消
費
者
想
い
の
よ
う
で
い

て
、
実
は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

消
費
者
に
目
立
つ
形
で
コ
ミ
ッ
ト
す

る
と
、
競
合
店
か
ら
す
れ
ば
価
格
を

下
げ
た
と
こ
ろ
で
結
局
、
お
客
さ
ん

を
取
れ
な
い
、
値
下
げ
す
る
メ
リ
ッ

ト
が
な
く
な
っ
て
馬
鹿
馬
鹿
し
く
な

る
。
消
費
者
想
い
な
装
い
と
は
裏
腹

に
お
互
い
に
値
段
を
下
げ
な
い
工
夫

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
ゲ
ー
ム
理
論
の
考
え

方
は
現
実
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
戦
略
で
あ

り
、
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
は
中

小
企
業
経
営
に
必
要
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。

仏軍

独軍

攻撃しない 攻撃する

徹底抗戦逃げる
0、10

10、0 －3、－3

⬅ライン川

泫　仏軍の数字は左側、独軍の数字は右側

仏軍

独軍

〈図 1〉 コミットメントの例

仏軍

独軍

攻撃しない 攻撃する

徹底抗戦逃げる
0、10

10、0 －3、－3⬅ライン川

仏軍

独軍

橋を破壊

泫　図は中央大学　瀧澤弘和氏作成

〈図 2〉



10 月号─4

　
今
年
も
10
月
に
入
り
、
い
よ
い
よ

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
適
格
請
求
書
等

保
存
方
式
）
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
あ

と
1
年
と
な
り
ま
し
た
。
制
度
導
入

に
よ
り
、
取
引
の
際
に
売
り
手
で
あ

る
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
は
、
買

い
手
で
あ
る
取
引
相
手
（
課
税
事
業

者
）
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、
イ
ン

ボ
イ
ス
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
交

付
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し
を
保
存

す
る
こ
と
が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
開

始
ま
で
の
準
備
や
イ
ン
ボ
イ
ス
の
作

成
に
当
た
っ
て
の
確
認
を
売
り
手
側

メ
イ
ン
に
見
て
い
き
ま
す
。

一

　イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始
ま
で

の
準
備

　
主
な
も
の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事
項

（
イ
メ
ー
ジ
）は
下
図
の
と
お
り
で
す
。

⑴
　
売
り
手
側
…
自
社
発
行
の
請
求

書
等
を
イ
ン
ボ
イ
ス
対
応
に

　
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録

と
合
わ
せ
て
の
準
備
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①
　
取
引
先
に
発
行
し
て
い
る
書
類

の
収
集
と
分
析

②
　
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
書
類
の
確

定
③
　
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
書
類
に
必

要
な
項
目
を
追
加

④
　
取
引
先
に
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る

書
類
の
様
式
を
通
知
し
、
了
解
を

得
る

⑤
　
発
行
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し

の
保
存
方
法
を
確
定

⑵
　
買
い
手
側

①
　
取
引
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
か
ど
う
か
の
確
認

②
　
取
引
先
か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の

受
け
取
り
方
法
の
確
認

③
　
受
け
取
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
様

式
確
認
（
不
備
が
あ
る
場
合
は
是

正
を
依
頼
）

④
　
受
け
取
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
か
ら

ど
の
よ
う
に
仕
訳
を
計
上
す
る
か

を
決
定

⑤
　
受
け
取
っ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保

存
・
管
理
方
法
を
確
定

　
簡
単
に
挙
げ
て
み
て
も
、
こ
れ
だ

け
の
準
備
を
令
和
5
年
9
月
末
ま
で

に
完
了
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑶
　
そ
の
他

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
対
応
で
き
る

よ
う
レ
ジ
や
経
理
・
受
注
シ
ス
テ
ム

な
ど
の
シ
ス
テ
ム
改
修
、
継
続
的
な

取
引
相
手
に
対
す
る
登
録
番
号
伝
達

方
法
の
検
討
や
、
イ
ン
ボ
イ
ス
交
付

（
受
領
）
方
法
に
つ
い
て
の
認
識
共

有
、
社
員
（
従
業
員
）
へ
の
研
修
の

実
施
と
い
っ
た
も
の
な
ど
も
頭
に
入

れ
て
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

二

　売
手
側
の
具
体
的
対
応

⑴
　
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
書
類
の
確

定
　
ま
ず
、
取
引
先
と
の
間
で
ど
の
よ

う
な
書
類
を
発
行
し
て
い
る
か
を
整

理
し
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
見
積
書
、
注
文
書
、

納
品
書
、
請
求
書
、
領
収
書
等
が
あ

り
ま
す
が
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
は
、

書
類
の
名
称
に
関
係
な
く
、
イ
ン
ボ

イ
ス
の
記
載
要
件
を
満
た
し
た
も
の

を
イ
ン
ボ
イ
ス
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
一
つ
の

書
類
の
み
で
記
載
事
項
の
全
て
を
満

た
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

①　インボイス発行事業者
の氏名または名称及び登
録番号

②　取引年月日
③　取引内容（軽減税率の
対象品目である旨）

④　税率ごとに区分して合
計した対価の額（税抜き
または税込み）及び適用
税率

⑤　税率ごとに区分した消
費税額等

⑥　書類の交付を受ける事
業者の氏名または名称

請求書

㈱◯◯御中 △△商事㈱
登録番号　T012345…

11月分　131,200 円 ××年 11月 30日

※軽減税率対象　

日付 品名 金額
11/1 　魚　　※ 5,000 円
11/1 　豚肉　※ 10,000 円
11/2 　タオルセット 2,000 円

…
合計 120,000 円 消費税 11,200 円
8％対象 40,000 円 消費税 3,200 円
10％対象 80,000 円 消費税 8,000 円

インボイス制度
対応に向けた準備
インボイスの作成に

当たってのポイント確認

①

②

④ ③

③

⑤

⑥ ⬅

⬅

⬅
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日
々
の
取
引
に
関
し
て
は
納
品
書
で

取
引
内
容
を
表
示
し
、
月
末
に
一
月

分
の
取
引
を
ま
と
め
た
請
求
書
を
発

行
す
る
場
合
、
納
品
書
と
請
求
書
を

合
わ
せ
た
複
数
の
書
類
で
イ
ン
ボ
イ

ス
の
記
載
事
項
を
満
た
す
こ
と
も
可

能
で
す
。
こ
の
場
合
、
請
求
書
に
納

品
書
番
号
を
記
載
す
る
な
ど
、「
関

連
付
け
」
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す（
上
図
参
照
）。

　
ま
た
、
請
求
書
と
納
品
書
が
と
も

に
書
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
書
面
と
電
子
デ
ー

タ
を
合
わ
せ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載

事
項
を
満
た
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

⑵
　
端
数
処
理
の
ル
ー
ル

　
消
費
税
の
１
円
未
満
の
端
数
処
理

に
つ
い
て
イ
ン
ボ
イ
ス
で
は
、
一
つ

の
イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
き
、
税
率
ご
と

に
１
回
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
実
務
的
に
は
、「
切
捨
て
」

が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、「
切
上

げ
」や「
四
捨
五
入
」で
も
問
題
あ
り

ま
せ
ん
。

⑶
　
手
書
き
の
請
求
書

　
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
従
来
か
ら
買
い

手
に
交
付
し
て
い
た
請
求
書
に
「
登

録
番
号
」、「
適
用
税
率
」、「
税
率
ご

と
に
区
分
し
た
消
費
税
額
等
」
の
記

載
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

書
と
そ
の
契
約
書
に
イ
ン
ボ
イ
ス
の

記
載
事
項
と
し
て
不
足
し
て
い
る
事

項
（
登
録
番
号
等
）
を
通
知
し
て
も

ら
う
と
と
も
に
、
銀
行
が
発
行
し
た

振
込
金
受
取
書
を
保
存
す
る
こ
と

で
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
可
能
で
す
。

⑺
　
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が
免
除
さ

れ
る
取
引

　
事
業
の
性
質
上
、
交
付
が
困
難
と

さ
れ
る
次
の
も
の
は
、
交
付
免
除
と

な
り
ま
す
。

①
　
3
万
円
未
満
の
公
共
交
通
機
関

に
よ
る
旅
客
の
運
送

②
　
卸
売
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る

生
鮮
食
料
品
等
の
販
売

③
　
農
協
や
漁
協
等
に
委
託
し
て
行

わ
れ
る
農
林
水
産
物
の
販
売

④
　
3
万
円
未
満
の
自
動
販
売
機
な

ど
で
の
販
売

⑤
　
郵
便
切
手
に
よ
る
郵
便
サ
ー
ビ

ス
三

　買
い
手
側
の
具
体
的
対
応

　
他
社
か
ら
交
付
さ
れ
る
イ
ン
ボ
イ

ス
の
様
式
は
、
お
そ
ら
く
来
年
に
な

る
ま
で
判
明
し
な
い
で
し
ょ
う
。
ま

ず
は
、
取
引
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
の
登

録
事
業
者
に
な
る
か
ど
う
か
の
情
報

を
し
っ
か
り
入
手
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ら
の
記
載
事
項
を
満
た
し
て
い
れ
ば

手
書
き
で
作
成
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
登
録
番
号
を
ス
タ
ン
プ
で
押
す

こ
と
も
可
能
で
す
の
で
、
慌
て
て
専

用
の
請
求
書
を
用
意
し
な
い
と
い
け

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑷
　
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス

　
イ
ン
ボ
イ
ス
は
電
子
デ
ー
タ
で
提

供
す
る
こ
と
も
可
能
で
、こ
れ
を「
電

子
イ
ン
ボ
イ
ス
」と
い
い
ま
す
。

　
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
を
提
供
す
る
場

合
、
売
り
手
・
買
い
手
と
も
に
「
電

子
帳
簿
保
存
法
」
に
準
じ
た
方
法
に

よ
り
そ
の
保
存
を
行
う
こ
と
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

⑸
　
簡
易
イ
ン
ボ
イ
ス

　
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
が
不
特

定
多
数
の
人
に
対
し
て
一
定
の
事
業

に
係
る
取
引
を
行
う
場
合
は
、「
簡

易
イ
ン
ボ
イ
ス
」
を
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
一
定
の
事
業
」と
は
、

小
売
業
、
飲
食
店
業
、
写
真
業
、
旅

行
業
、
タ
ク
シ
ー
業
、
駐
車
場
業（
不

特
定
か
つ
多
数
に
対
す
る
も
の
）、

そ
の
他
こ
れ
ら
の
事
業
に
準
ず
る
事

業
で
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
資
産

の
譲
渡
等
を
行
う
事
業
を
い
い
ま
す
。

⑹
　
家
賃
の
口
座
振
替
な
ど

　
契
約
書
に
基
づ
い
て
口
座
振
替
し

て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
既
存
契
約

記 

載
事
項
（
①
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
の
氏
名
（
名
称
）
及
び
登
録
番
号
、

②
取
引
年
月
日
、
③
取
引
内
容
（
軽

減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）、

④
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た

対
価
の
額
（
税
抜
き
又
は
税
込
み
）

及
び
適
用
税
率
、
⑤
税
率
ご
と
の
消

費
税
額
等
、
⑥
書
類
の
交
付
を
受
け

る
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
）
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　「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
」（
障
害
者
雇
用
促
進
法
）

に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
雇
用
義
務

に
基
づ
く
雇
用
促
進
措
置
な
ど
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

  

今
回
は
、
同
法
に
よ
る
障
害
者
差

別
の
禁
止
や
合
理
的
配
慮
の
提
供
義

務
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
公
開

し
て
い
る
Q
＆
A
等
を
基
に
解
説
し

ま
す
。

一

　雇
用
分
野
で
の

　
　
　
　障
害
者
差
別
の
禁
止

　
障
害
者
雇
用
促
進
法
で
は
、
障
害

者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
障
害

の
な
い
人
と
の
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
募
集
・
採
用
、
賃
金
、
配
置
、
昇

進
、
教
育
訓
練
な
ど
の
雇
用
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
、
障
害
者
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
行
う
次
の
よ

う
な
こ
と
は
差
別
に
該
当
し
、
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

・
　
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

障
害
者
を
排
除
す
る
こ
と

・
　
障
害
者
に
対
し
て
の
み
不
利
な

条
件
を
設
け
る
こ
と

・
　
障
害
の
な
い
人
を
優
先
す
る
こ

と
　
以
下
、
差
別
に
該
当
す
る
例
、
し

な
い
例
を
掲
げ
ま
す
。

①
　
募
集
・
採
用
時
の
差
別
の
例

・
　
単
に
「
障
害
者
だ
か
ら
」
と

い
う
理
由
で
、
求
人
へ
の
応
募

を
認
め
な
い
こ
と

・
　
業
務
遂
行
上
必
要
で
な
い
条

件
を
付
け
て
、
障
害
者
を
排
除

す
る
こ
と
（
障
害
者
の
み
一
定

の
資
格
等
を
応
募
の
要
件
と
す

る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
る
差
別
に

該
当
し
ま
す
）

②
　
採
用
後
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る

差
別
の
例

・
　
労
働
能
力
な
ど
を
適
正
に
評

価
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
「
障

害
者
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
で

異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と

・
　
単
に
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
昇
進
の
対
象
と

し
な
い
、
特
定
の
職
務
を
割
り

当
て
る
（
割
り
当
て
な
い
）、

雇
用
形
態
を
変
更
す
る
、
障
害

者
の
み
を
退
職
の
勧
奨
対
象
と

す
る
こ
と

③
　
禁
止
さ
れ
る
差
別
に
該
当
し
な

い
場
合

・
　
積
極
的
な
差
別
是
正
措
置
と

し
て
、
障
害
者
を
有
利
に
取
り

扱
う
こ
と

・
　
合
理
的
配
慮
（
後
述
）
を
提

供
し
、
労
働
能
力
な
ど
を
適
正

に
評
価
し
た
結
果
と
し
て
障
害

者
で
な
い
人
と
異
な
る
取
扱
い

を
す
る
こ
と

・
　
合
理
的
配
慮
に
応
じ
た
措
置

を
と
る
こ
と
（
そ
の
結
果
と
し

て
、
障
害
者
で
な
い
人
と
異
な

る
取
扱
い
と
な
る
こ
と
）

二

　雇
用
分
野
で
の

　
　合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務

　
合
理
的
配
慮
と
は
、
次
の
も
の
を

い
い
ま
す
。

・
　
募
集
及
び
採
用
時
に
お
い
て

は
、
障
害
者
と
障
害
者
で
な
い
人

と
の
均
等
な
機
会
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置

・
　
採
用
後
に
お
い
て
は
、
障
害
者

と
障
害
者
で
な
い
人
の
均
等
な
待

遇
の
確
保
ま
た
は
障
害
者
の
能
力

の
有
効
な
発
揮
の
支
障
と
な
っ
て

い
る
事
情
を
改
善
す
る
た
め
の
措

置
㈠

　募
集
・
採
用
時
の
合
理
的
配
慮

の
た
め
の
手
順

①
　
障
害
者
か
ら
事
業
主
に
対
し

て
、
支
障
と
な
っ
て
い
る
事
情
や

必
要
な
配
慮
を
申
し
出
て
も
ら
う
。

②
　
申
し
出
を
受
け
た
事
業
主
は
、

ど
の
よ
う
な
合
理
的
配
慮
を
提
供

す
る
か
を
当
該
障
害
者
と
の
間
で

よ
く
話
し
合
う
。

③
　
事
業
主
は
講
ず
る
措
置
を
確
定

す
る
と
と
も
に
、
措
置
の
内
容
及

び
理
由
（
後
述
の
「
過
重
な
負
担
」

に
あ
た
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び

そ
の
理
由
）
を
障
害
者
に
説
明
す

る
。

㈡

　採
用
後
の
合
理
的
配
慮
の
た
め

の
手
順

①
　
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
障
害

者
の
把
握
・
確
認
等

　
　
労
働
者
本
人
か
ら
の
申
し
出
の

有
無
に
関
わ
ら
ず
、
事
業
主
か
ら

障
害
者
に
対
し
て
、
職
場
で
支
障

障害者雇用
差別禁止・合理 
的配慮の提供等
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と
な
っ
て
い
る
事
情
の
有
無
を
確

認
し
ま
す
。

　
　
支
障
と
な
っ
て
い
る
事
情
が
確

認
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
様
な
措
置

を
講
ず
る
か
に
つ
い
て
話
合
い
を

行
い
、
事
業
主
は
講
ず
る
措
置
を

確
定
す
る
と
と
も
に
、
措
置
の
内

容
及
び
理
由
（「
過
重
な
負
担
」
に

あ
た
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

の
理
由
）
を
障
害
者
に
説
明
し
ま

す
。

②
　
職
場
内
で
の
意
識
啓
発
・
説
明

　
　
障
害
者
が
職
場
に
適
応
し
、
有

す
る
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る

よ
う
、
一
緒
に
働
く
上
司
や
同
僚

に
、
障
害
の
特
性
と
配
慮
事
項
を

理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
職
場

内
で
の
意
識
啓
発
が
必
要
で
す
。

㈢

　必
要
な
配
慮
に
つ
い
て
話
し
合

う
際
の
参
考
例

　
ど
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
か
話
し

合
う
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
特
性
や

状
況
等
を
踏
ま
え
、
例
え
ば
次
の
よ

う
な
観
点
か
ら
進
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

・
　
就
業
時
間
、
休
暇
等
の
労
働
条

件
面
で
の
配
慮
が
必
要
か

・
　
障
害
の
種
類
や
程
度
に
応
じ
た

職
場
環
境
の
改
善
や
安
全
管
理
が

な
さ
れ
て
い
る
か

・
　
職
務
内
容
の
配
慮
、
工
夫
が
必

要
か

・
　
職
場
に
お
け
る
指
導
方
法
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
の
工
夫

が
で
き
な
い
か

・
　
相
談
員
や
専
門
家
の
配
置
ま
た

は
外
部
機
関
と
の
連
携
方
法
は
ど

う
か

・
　
業
務
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
教

育
訓
練
は
実
施
さ
れ
て
い
る
か

㈣

　合
理
的
配
慮
の
具
体
例

　
合
理
的
配
慮
の
具
体
例
と
し
て
は

以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
　
募
集
・
採
用
時
の
合
理
的
配
慮

の
例

・
　
視
覚
障
害
が
あ
る
方
に
対

し
、
点
字
や
音
声
な
ど
で
採
用

試
験
を
行
う

・
　
聴
覚
、
言
語
障
害
が
あ
る
方

に
対
し
、
筆
談
な
ど
で
面
接
を

行
う

②
　
採
用
後
の
合
理
的
配
慮
の
例

・
　
肢
体
不
自
由
が
あ
る
方
に
対

し
、
机
の
高
さ
を
調
節
す
る
こ

と
な
ど
作
業
を
可
能
に
す
る
工

夫
を
行
う

・
　
知
的
障
害
が
あ
る
方
に
対

し
、
図
な
ど
を
活
用
し
た
業
務

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
た
り
、

業
務
指
示
は
内
容
を
明
確
に
し

て
ひ
と
つ
ず
つ
行
っ
た
り
す
る

な
ど
作
業
手
順
を
分
か
り
や
す

く
示
す

・
　
精
神
障
害
が
あ
る
方
な
ど
に

対
し
、
出
退
勤
時
刻
・
休
暇
・

休
憩
に
関
し
、
通
院
・
体
調
に

配
慮
す
る

　
な
お
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
は
「
合
理
的
配
慮
指
針
事
例

集
」
と
し
て
各
企
業
の
実
施
例
が
公

開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

㈤

　過
重
な
負
担

　
合
理
的
配
慮
は
「
過
重
な
負
担
」

に
な
ら
な
い
範
囲
で
事
業
主
が
講
じ

れ
ば
よ
く
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
義

務
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
に
対
し
て

「
過
重
な
負
担
」
を
及
ぼ
す
こ
と
と

な
る
場
合
は
除
く
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
過
重
な
負
担
は
、
以
下
の
６
つ
の

要
素
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
個
別
の

措
置
ご
と
に
事
業
主
が
判
断
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

①
　
事
業
活
動
へ
の
影
響
の
程
度

②
　
実
現
困
難
度

③
　
費
用
・
負
担
の
程
度

④
　
企
業
の
規
模

⑤
　
企
業
の
財
務
状
況

⑥
　
公
的
支
援
の
有
無

三

　相
談
体
制
の
整
備
な
ど

　
事
業
主
は
、
障
害
者
か
ら
の
相
談

に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
相
談

窓
口
の
設
置
な
ど
の
相
談
体
制
の
整

備
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
事
業
主
と
障
害
者
と
の
間
で
話
し

合
い
を
す
る
機
会
を
確
保
し
な
が
ら
、

労
使
双
方
で
解
決
を
図
り
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
令
和
3
年
度
に
お
い
て
、

公
共
職
業
安
定
所
に
寄
せ
ら
れ
た
相

談
実
績
（
障
害
者
差
別
お
よ
び
合
理

的
配
慮
の
提
供
に
関
す
る
も
の
）
は

次
の
と
お
り
で
す
。

・
障
害
者
差
別
　
55
件

・
合
理
的
配
慮
の
提
供
　
１
８
９
件

　
障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談
と
し

て
多
か
っ
た
項
目
は
、「
配
置
」、「
募

集
・
採
用
時
」、「
賃
金
」、「
雇
用
形

態
の
変
更
」
で
、
合
理
的
配
慮
の
提

供
に
関
す
る
相
談
と
し
て
多
か
っ
た

項
目
は
、「
上
司
・
同
僚
の
障
害
理

解
に
関
す
る
も
の
」、「
相
談
体
制
の

整
備
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関

す
る
も
の
」、「
業
務
指
示
・
作
業
手

順
に
関
す
る
も
の
」で
し
た
。



10 月号─8

　これからの時代の予測で、清掃業はロボ
ットが行うから“衰退産業”である、とい
う記事を目にしました。
　しかし、清掃は人間でなくては出来ない
仕事です。試しにロボットを導入したとこ
ろ採算面では合わず、またみんなが「汚れ
ている」と思う所にロボットは行きません。
　例えば、ス－パ－の売場。通路の中央を
綺麗にする事はロボットも出来ます。しか
し、実際にゴミが溜まるのは端の部分。そ
こを工夫して綺麗にする、というような真
似は出来ない。清掃を実労働とする人間で
あれば出来ます。
　では、改めて「清掃とは何か」、「掃除と
は何か」を考えます。先ず清掃と聞くと、
ゴミを取り除く事と答える人がいます。
　では、「ゴミとは何か」。ゴミとは不要物
であって、美観を損ねる全てのものをいい
ます。我々の目に見えるゴミは全体の3割

しかありません。目に見えるゴミは大した
ことがないのです。
　人間が視認出来るゴミは3ミクロンまで
で、それ以下のゴミは集めることで初めて
見えてきますが、これが残りのゴミです。
　いわば目に見えるゴミを取り除くのが「掃
除」だとすれば、「清掃」は目に見えないゴ
ミを取り除くことで、これが清掃業者の仕
事です。
　清掃業の歴史を見ます。戦後の経済成長
に伴い、どんどん建物が増えました。する
とこの業界では優秀な人材より、その場に
ある人や資材で間に合わせるという流れに
なってしまいました。
　お陰で企業としては大事な仕事なのに重
要な部門と見なされず、どんな人間でも出
来るとなりました。
　清掃業に限らず警備業、施設点検業等ビ
ルメンテナンス業界は再考する時期である
と思います。

清掃業の現状

　K町は全国的にも有名な別荘地です。駅
を中心にブティックの店、ケーキ店、土産
品店等、相当数の店舗が並んでいます。
　しかし、少し意外性を感じるのは不動産
会社が多いことです。まだまだこれからも
奥へと開発が進むのかと思っていたら、ど
うもそうではないようです。
　別荘を購入後3年も経たないうちに売却
したAさんに聞くと「毎週末にゲストを呼
んで楽しく過ごそうと思って購入した。最
初の頃は友人や親戚関係者が来てくれたの
だが次第に来なくなった…孤独感を感じる
だけだね。我々金融関係者ばかりではなく
多くの人がそうではないかと思う」。
　別荘を持ちたい価値観は各人異なるのは
当然のこととしても、買う時はおカネ、そ
れ以降は人間の力、その人の魅力、という
ことではないかと思います。
　改めて人間関係の大切さを認識させられ
ます。

別荘地　
日
刊
紙
に
「
東
南
ア
ジ
ア
、
影
響

薄
ま
る
日
本
」
と
い
う
記
事
が
あ
り

ま
し
た
。
A
S
E
A
N
（
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
連
合
）
に
お
け
る
日
本
の
存

在
感
を
分
析
し
た
も
の
で
す
。

　
A
S
E
A
N
と
の
貿
易
額
は
、

２
０
０
８
年
ま
で
米
国
と
首
位
を
争

っ
て
い
ま
し
た
が
、
２
０
０
９
年
に

中
国
に
抜
か
れ
て
２
０
２
１
年
に
は

３
倍
の
差
を
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
日
本
の
対
A
S
E
A
N

直
接
投
資
の
累
積
シ
ェ
ア
（
ス
ト
ッ

ク
）
で
見
れ
ば
19
％
で
ダ
ン
ト
ツ
で

す
。
言
い
換
え
れ
ば
A
S
E
A
N

と
の
関
係
で
日
本
は
「
過
去
」
を
食

い
つ
ぶ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
た
だ
し
、「
世
界
の
平
和
、
安
全
、

繁
栄
の
た
め
に
正
し
い
こ
と
を
す
る

国
」
と
し
て
、
日
本
は
ト
ッ
プ
に
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
各
企
業
の
国
境
を
越
え
て
で
も
進

む
気
概
も
必
要
で
し
ょ
う
。

東
南
ア
ジ
ア
と
日
本
の
関
係

発行


